
　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
九
年
七
月
二
十
三
日

広
島
県
知
事  

藤　
　

田　
　

雄　
　

山

一　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　

１　

名
称

　
　
　

世
羅
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
・
ホ
ー
ム
プ
ラ
ザ
ナ
フ
コ
世
羅
店

　

２　

所
在
地

　
　
　

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
寺
町
一
五
四
七
―
一
、
一
五
三
六
番
一
外

二　

変
更
し
た
事
項

　

１  

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　

  

（
変
更
前
）　

名
称　

世
羅
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　

所
在
地　

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
寺
町
一
五
四
七
―
一

　
　

（
変
更
後
）　

名
称　

世
羅
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
・
ホ
ー
ム
プ
ラ
ザ
ナ
フ
コ
世
羅
店

　
　
　
　
　
　
　
　

所
在
地　

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
寺
町
一
五
四
七
―
一
、
一
五
三
六
番
一
外

　

２　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

    

氏
名

　
　

（
変
更
前
）
㈠　

名
称  

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

原
田　

昭
彦

                　

住
所  

兵
庫
県
姫
路
市
北
条
口
四
丁
目
四
番
地

　
　

（
変
更
後
）
㈠　

名
称  

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

藤
本　

昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所  

兵
庫
県
姫
路
市
北
条
口
四
丁
目
四
番
地

　
　
　
　
　
　
　

㈡　

名
称　

株
式
会
社
ナ
フ
コ　

代
表
取
締
役　

深
町　

勝
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
魚
町
二
―
六
―
一
〇

  

３  

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

    

は
代
表
者
の
氏
名

    

（
変
更
前
）
㈠　

名
称  

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

原
田　

昭
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所  

兵
庫
県
姫
路
市
北
条
口
四
丁
目
四
番
地

　
　
　
　
　
　
　

㈡　

名
称　

株
式
会
社
大
創
産
業　

代
表
取
締
役　

矢
野　

博
丈

　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所  

東
広
島
市
西
条
町
吉
行
向
一
―
六
〇

　
　
　
　
　
　
　

㈢　

名
称  

株
式
会
社
増
田
ス
ト
ア
ー  

代
表
取
締
役  

増
田　

秀
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所  

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
本
郷
六
三
四
番
地
の
一

　
　
　
　
　
　
　

㈣　

名
称  

備
後
漬
物
有
限
会
社　

代
表
取
締
役　

佐
藤　

光
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所  

福
山
市
引
野
町
二
丁
目
一
八
番
二
二
号

    

（
変
更
後
）
㈠　

名
称  

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

藤
本　

昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所  

兵
庫
県
姫
路
市
北
条
口
四
丁
目
四
番
地

　
　
　
　
　
　
　

㈡　

名
称  

株
式
会
社
大
創
産
業　

代
表
取
締
役　

矢
野　

博
丈



　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所  

東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
丁
目
四
番
一
四
号

　
　
　
　
　
　
　

㈢　

名
称  

株
式
会
社
ア
ー
ジ
ュ　

代
表
取
締
役　

田
村　

秀
樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所  

広
島
市
西
区
商
工
セ
ン
タ
ー
二
丁
目
一
五
番
一
号
㈱
ア
ス
テ
ィ
ビ
ル
五
階

　
　
　
　
　
　
　

㈣　

名
称  

備
後
漬
物
有
限
会
社　

代
表
取
締
役　

佐
藤　

光
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所  

福
山
市
駅
家
町
法
成
寺
一
六
一
三
―
四
七

　
　
　
　
　
　
　

㈤　

名
称　

株
式
会
社
ナ
フ
コ　

代
表
取
締
役　

深
町　

勝
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
魚
町
二
―
六
―
一
〇

三　

変
更
の
日

　

１  

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

平
成
十
九
年
七
月
三
日

　

２　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

    

氏
名

㈠　

平
成
十
八
年
五
月
十
七
日

㈡　

平
成
十
九
年
七
月
三
日

  

３  

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

    

は
代
表
者
の
氏
名

㈠　

平
成
十
八
年
五
月
十
七
日

㈡　

平
成
十
六
年
三
月
一
日

㈢　

名
称
及
び
住
所　

平
成
十
五
年
三
月
一
日

　
　

代
表
者　

平
成
十
七
年
三
月
一
日

㈣　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

㈤　

平
成
十
九
年
七
月
三
日

四　

変
更
す
る
理
由

　

１  

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

来
客
車
両
専
用
通
路
の
設
置
に
よ
る
施
設
の
一
体
化
の
た
め

　

２　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

    

氏
名

　
　

㈠　

代
表
者
変
更
の
た
め

　
　

㈡　

来
客
車
両
専
用
通
路
の
設
置
に
よ
る
施
設
の
一
体
化
の
た
め

  

３  

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

    

は
代
表
者
の
氏
名

　
　

㈠　

代
表
者
変
更
の
た
め

　
　

㈡　

住
所
表
示
の
変
更
の
た
め

　
　

㈢　

経
営
統
合
及
び
代
表
者
の
変
更
の
た
め

　
　

㈣　

住
所
の
移
転
の
た
め

　
　

㈤　

来
客
車
両
専
用
通
路
の
設
置
に
よ
る
施
設
の
一
体
化
の
た
め



五　

届
出
年
月
日

　
　

平
成
十
九
年
七
月
十
日

六　

届
出
等
の
縦
覧
場
所
、
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

　

１　

縦
覧
場
所

　
　
　

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室
（
広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号
）

　
　
　

世
羅
町
産
業
観
光
課
（
世
羅
郡
世
羅
町
大
字
西
上
原
一
二
三
―
一
）

　

２　

縦
覧
期
間

　
　
　

平
成
十
九
年
七
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜

日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除

く
。

　

３　

縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

　
　
　

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

七　

意
見
書
の
提
出

　
　

法
第
八
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地

　

域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら

　

四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

１　

提
出
期
限

　
　
　

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

　

２　

提
出
先

　
　
　

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室


